
                                   

 

 見附市斎場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月２１日 

                    見附市長  稲 田  亮   

見附市条例第９号 

見附市斎場条例の一部を改正する条例 

 見附市斎場条例（昭和３９年見附市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表１２歳以上の項中「４，０００円」を「１０，０００円」に、「１０，０００円」

を「４０，０００円」に改め、同表１２歳未満の項中「２，０００円」を「０円」

に、「５，０００円」を「２０，０００円」に改め、同表死産児の項中「１，４００円」

を「０円」に、「３，０００円」を「１２，０００円」に改め、同表産汚物その他

の項中「８００円」を「０円」に、「１，５００円」を「６，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


